
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シュリンクフィルム２を用いて収縮包装された包装体

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、密着包装しているにも関わらず、包装後に会葬礼状、クリスマスカード、ギフ
トカード、ポスマークを印刷したシート等のカードを挿入することや、包装したままカー
ドを交換することが可能な包装体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
しばしば葬儀の際には、喪主側から会葬者に、テレホンカードやハンカチ、のし袋、タオ
ル、ペン等が、会葬礼状とともに送られている。従来、これらの商品は一つ一つ手作業で
、会葬礼状のカードを差し込む隙間を形成するような、特殊な折り方で包装され、この隙
間に会葬礼状のカード等が差し込まれていた（図３参照）。そうして葬儀の後に余った商
品は、会葬礼状を取り外して商品の方だけ返品する。このとき商品が図３に示す折り方で
包装されていると、包装紙を破かずに商品から会葬礼状を取り外すことができる。よって
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の製造方法において、商品上に該シ
ュリンクフィルム２を被せ、静電シールが施された背シール部３を設けた後、収縮させ、
次いで該背シール部３の少なくとも一部を開封してカード６を挿入する包装体の製造方法



、余った商品の包装紙を剥がしたり、新たに包装をやり直す必要がなかった。
【０００３】
しかしながらこのような特殊な包装は、機械的に行うことが困難で、一つ一つ手作業で行
う必要があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明が解決しようとする課題は、機械的に包装することができ、さらに包装したままで
カードを挿入したり、交換したりすることが可能な包装体を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するための手段として、シュリンクフィルムを用いて収縮包装された包装
体において、該包装体が静電シールが施された背シール部を有しており、背シール部を介
してカードが挿入されていることを特徴とする包装体が提供される。
【０００６】
即ち、商品を包装する際に、機械包装が困難な特殊な折り方で包装せず、機械包装が簡単
な収縮包装を用い、包装体の背シール部分を静電シールとすることで、背シール部分のシ
ール強度を弱め、ここを開封してカードを挿入したり、交換したりすることを可能とする
のである。尚、通常フィルムを背シールする場合、両端部の内面同士を貼り合わせる、い
わゆる合掌シール法（図４（Ａ）参照）と、内側に位置するフィルムの外面と外側に位置
するフィルムの内面を貼り合わせる、いわゆる封筒貼り法（図４（Ｂ）参照）があるが、
本発明においては後にカードを挿入したり交換したりしやすいように、封筒貼り法を用い
ることが好ましい。
【０００７】
以下、図面に基づいて本発明を詳細に説明する。
図１は、本発明を用いて得られた包装体の一例を表す平面図である。本発明において用い
られるシュリンクフィルム２の樹脂組成物は特に限定されず、通常シュリンクフィルムに
用いられている樹脂であれば特に限定なく使用することができ、例えば、高密度ポリエチ
レン、中密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、超低密度
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレ
ート、ポリブテン－１、エチレン－酢酸ビニル共重合体、軟質ポリ塩化ビニル、エチレン
－メチルアクリレート共重合体、エチレン－メチルメタアクリレート共重合体、熱可塑性
ポリウレタン、アイオノマー等から選ばれる一種、或いは複数種の合成樹脂がブレンドさ
れたものを用いることができる。また、これらの樹脂から本発明に用いられるシュリンク
フィルム２を製造する方法も特に限定されず、例えば上述した樹脂をブローアップ比とフ
ィルムの巻き取り速度をコントロールしながらインフレーション押出成型法によって成膜
することによって得られる。また、インフレーション押出成型法、もしくはＴダイ押出成
型法によって予め製膜したフィルムを、テンター延伸機を用い延伸してもよい。
【０００８】
さらに、本発明によるシュリンクフィルム２は単層フィルムであってもよいが多層フィル
ムであってもよく、多層フィルムを得る方法としては、インフレーション共押出法、Ｔダ
イ共押出法、或いは、その他、公知のラミネート法を例示することができる。尚、シュリ
ンクフィルム２が多層フィルムである場合、層構成は特に限定されないが、価格面、ヒー
トシール性、収縮特性を考慮すること、両表面層がヒートシール性の良好な直鎖状低密度
ポリエチレン樹脂からなり、芯層が延伸特性の良好なポリプロピレン樹脂からなる三層フ
ィルムを好適な例として挙げるが、これに限定されるものではない。
【０００９】
また本発明に用いられるシュリンクフィルム２は、包装資材としての美観をより向上させ
るべく印刷を施すことができる。さらに、通常のプラスチックフィルムに用いられる、各
種添加剤、顔料等を添加することももちろん可能である。
【００１０】
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図２は、本発明による包装体１の一製造例を表す説明図である。以下、図２に基づき説明
する。
まず、商品５の上にシュリンクフィルム２を被せ、該フィルム２の両端部を商品の下側を
封筒貼り法で背シールを行い、次いで必要に応じて前後シール４を行う。但し本発明にお
いては、後でカード６を挿入するために、背シール部３はシール強度の弱い静電シールを
行う。背シール部３を静電シールするには、例えば両端部を重ね合わせたフィルムを、電
位差のある二つの電極を持つ静電シール機７の該電極間に通してシールし、さらに該シー
ル部を押さえ具８で押さえると良い。
【００１１】
次に、商品５を加熱トンネル１０に搬送し、シュリンクフィルム２を収縮させて、商品５
をタイトに包装する。このとき、シュリンクフィルム２を収縮させるための熱風が背シー
ル部３に直接当たると、シュリンクフィルム２が溶着して背シール部３の強度が上がり、
後のカード６を挿入する作業が困難となる。このような問題を避けるために、商品５の搬
送をコンベアベルト等を用いて行い、背シール部３とベルトとを密着させたまま加熱トン
ネル１０内を移動させることが好ましい。該方法を用いると、背シール部３に熱風が直接
当たらず、背シール部３の強度が上がることを防止できる。
【００１２】
最後に、背シール部３の少なくとも一部を開封して、カード６を挿入する。このようにし
て、本発明による包装体１を得ることができる。
【００１３】
【効果】
本発明による包装体は、カードの挿入作業、交換作業を包装したままの状態で行うことが
できる。よって、返品になった商品からカードを取り外す場合に包装を解く必要がなく、
再包装する手間も省ける。
また、特殊な折り方で包装せずに収縮包装しているので、機械的に包装することができ、
さらに商品の形状が変化しても密着包装することができる。
さらにまた、本発明による包装方法はプラスチックフィルムを用いて包装するため、紙と
異なり、雨水等が付着しても水分を拭き取るだけでよく、いちいち包装をやり直す必要が
ない。
尚、従来バーコードのようなポスマークの印刷は包装資材に施されていたが、包装資材の
歪み等が原因で読みとりミスが多発していた。しかしながらカードにポスマークを印刷し
、これを本発明による包装体に差し込んで商品管理していると、読みとりミスを激減させ
ることができる。また、商品の情報が変化して新たなポスマークを付与する必要が生じて
も、該カードを交換するだけでよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による包装体の実施例を表す平面図である。
【図２】本発明による包装体の包装方法を表す説明図で、ベルト側から上方を見た平面図
（Ａ）、及び横方向からの平面図（Ｂ）である。
【図３】従来の包装体の一例を表す平面図である。
【図４】合掌シール法による包装体（Ａ）と封筒貼り法による包装体（Ｂ）の断面図であ
る。
【符号の説明】
１　　　　　　包装体
１１　　　　　従来の包装体
２　　　　　　シュリンクフィルム
３　　　　　　背シール部
４　　　　　　前後シール
５　　　　　　商品
６　　　　　　カード
７　　　　　　静電シール機
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８　　　　　　押さえ具
９　　　　　　溶断シール機
１０　　　　　加熱トンネル

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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